
海老名市教育委員会

（令和４年 4月 定例会議事日程）

日時 令和4年4月22日(金)

午後2時00分

場所 えびなこどもセンター　201会議室

教育長報告

１ 報告第 6 号

２ 報告第 7 号

３ 報告第 8 号

４ 議案第 13 号

日程第 海老名市教育委員会関係職員の人事異動について

日程第 令和４年度海老名市教育委員会非常勤特別職の委嘱について

日程第 令和４年度（令和３年度対象）教育委員会事務の点検・評価
実施方針及び評価対象について

日程第 海老名市立小中学校キャッシュレス化促進補助金交付要綱の
一部改正について
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■ 令和 4年第 1回定例会（3月議会）一般質問要旨報告（教育部所管部分） 

（6名から 8項目） 

１ たち 登志子議員 

 【子どもたちの体力向上について】 

〇 全国体力・運動能力、運動習慣等調査では、コロナ以前から、神奈川県

の体力は全国と比較し下回っている。 

〇 市（学校）としては、コロナ禍であることに関わらず、神奈川県の体力

低下を課題とし、日々の教育活動をおこなっている。 

〇 今後も児童生徒の運動する時間と場を確保できるように努めていく。 

 

《再質問》 

・ コロナ禍における学校施設の開放状況 

・ 学校における体力づくりの工夫 

・ 基本的な生活習慣についての啓発 など 
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２ 相原 志穂議員 

 【誰もが学びやすい学校づくりについて】 

  《少人数学級の必要性について》 

〇 少人数学級により、教員が、一人ひとりの児童生徒と向き合える時間が

増え、さらに、個に応じた適切な指導や必要な支援を行うことが可能とな

る。 

〇 また、子どもたちは、きめ細やかな指導を受けることができることから、

確かな学びに繋がっていると認識。 

〇 いわゆる「義務教育標準法」の改正により、今年度は、小学校２年生で

少人数学級を実施した。 

〇 ３年生以上の少人数学級の実施にあたっては、学校長との協議のもと、

市単独で非常勤講師を配置し、実施をしてきたところ。 

〇 令和３年度は、小学校 230 学級のうち、84.8％の 195学級において、少

人数学級を実施した。 

〇 制度の段階的な拡大により、教室数の不足等の課題はあるが、各学校の

実情に応じた、教員配置などにより、少人数学級を確実に実施する。 

 

《再質問》 

・ 少人数学級が 100％実施されるのは何年度か。 

・ 補助指導員の役割と配置状況について 

・ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの役割 

・ 教科担任制導入に対する教育長の考え など 
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  《先生に求められる役割》 

〇 教員の職務上の役割は「教科指導」及び子どもたち一人一人の理解に基

づく「指導・支援」である。 

〇 また、子どもたちが、将来にわたって自己実現を果たし、社会の一員と

して活躍できる資質や能力を育むことも、教員に求められる大きな役割

である。 

〇 今後も引き続き、教職員の資質向上に努めていく。 

 

 【平和への取り組みについて】 

  《学校での平和への取り組み》 

〇 学校においての平和への取り組みは、戦争について扱うことに限定さ

れるものではなく、小中学校すべての教育課程の中に含まれている。 

 〇 道徳で扱う善悪の判断、相互理解、生命の尊さ等の学習内容、学習の過

程での話し合い活動、チーム作りも全て平和への取り組みである。 

〇 また、人権教育として、互いを認め合い尊重し合う活動も、各学習内容

の中で取り組んでいる。 

 〇 このように、様々な場面において、児童生徒の平和や人権についての考

えを深める取組を進めている。 
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３ 志野 誠也議員 

 【今後の学校運営について】 

 〇 各学校での１人１台端末については、授業でほぼ毎日活用。 

◯ また、市内小中学校全校で１人１台端末を持ち帰り、オンライン学習の

試行を実施。 

〇 学級閉鎖や学年閉鎖の際も、１人１台端末を持ち帰ることにより、学び

を保障した。 

◯ 今後、ハイブリッド型の学習の確立を目指す。 

 

《再質問》 

・ 不登校児童生徒への一人一台端末の活用状況について 

・ いじめなどの相談に対する端末の活用状況 

・ 端末活用による電子図書館導入について 

・ 児童生徒のＣＢＴ(Computer Based Testing)について、市としての取組と今後の見通し 

・ ヤングケアラーへの対応状況と今後の取り組みについて 

・ 教員働き方改革に関するこれまでの取り組みと令和４年度の取り組み 

・ スクールロイヤー制度の詳細 

・ ワクチン接種の有無による教育活動への制限は？ など 
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４ 日吉 弘子議員 

 【デジタル社会に向けた取組と市民サービス向上について：再質問のみ】 

  《ICT 教育の推進》 

○ 教室に入れない児童生徒の学びの保障の一つとして、１人１台端末の

活用は、児童生徒と学校をつなぐ上で有効であり、オンライン授業を提供

できる ICT環境は整っている。 

○ 不登校児童生徒への端末活用については準備を進めており、コロナ不

安で登校できない児童生徒とのオンライン接続を進めている学校もある。 

○ しかしながら、一部の不登校児童生徒には、教室と家庭とをオンライン

でつなぐことに不安感がある場合もある。 

○ 児童生徒の状況に寄り添い、安心かつ効果的な ICT の活用を進める。 

 

《電子図書館の導入について》 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による図書館の閉館等で電子図書へ

のニーズが高まっていることや読書スタイルの多様化に対応するため、

令和４年度から電子図書館を導入し、サービスの拡大・向上を図る。 

○ 利用対象者は、海老名市民かつ図書館カード登録者、及び市内の小中学

生で、利用者自身のパソコンやスマートフォンなどで利用可能。 

○ 24 時間利用可能で、音声読み上げ機能や文字サイズ拡大機能により、

ハンディキャップのある方の利用も期待できる。 
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５ 佐々木 弘議員 

 【新型コロナウイルス感染症およびその影響への諸対応について】 

○ 第６波の新型コロナウイルス感染拡大を受け、感染者数が増加。 

○ 感染拡大を防ぐため、必要に応じ、学級閉鎖等の措置を講じた。 

○ 小中学校の教育活動については、『海老名市立小中学校「学校の新しい

生活様式」ガイドライン』に沿って実施。 

○ ３月の修学旅行等については、感染症対策の徹底等安全を確保した上

で、特例措置により実施。 

〇 卒業式、入学式も、ガイドラインに基づき、来賓等の制限を設け、感染

症対策を講じて実施。 

○ 今後も、ガイドラインに沿って教育活動を継続し、子どもたちの学びや

成長の機会を確保していきたい。 

 

《再質問》 

・ 修学旅行等のキャンセル料金負担の考え方 など 
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 【女性、子ども、若者への支援策について】 

 〇 教育委員会では、昨年 7 月より児童、生徒が必要な時に生理用品を使

えるよう、中学校および小学校４年生以上が使う女子トイレの個室に生

理用品を設置した。 

〇 また、これまで同様、生理や生理用品について困ったことがある時には、

いつでも保健室で相談できるメッセージを個室に掲示するなど、気軽に

相談できる環境づくりに努めている。 

〇  さらに性教育については、年間指導計画に基づき、児童生徒が生理に

ついて理解し合い、お互いをいたわり合うよう指導を行っている。 

〇 今後も、すべての児童生徒が生理用品の確保に不安を感じることなく、

また、生理についての理解を深め、いたわり合う中で、誰もが安心して学

校生活が送れる環境を提供できるように取り組む。 
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６ つつ木 みゆき議員 

 【中学校給食開始に向けて】 

 〇 今年度、小学校給食費を改定し、魅力ある給食の提供に努めているとこ

ろ。 

〇 中学校給食の完全実施に向けて、小学校給食と同様、さらに魅力ある給

食を提供する。 

〇 生徒たちの声を聞いて献立を作成する等、学校給食に実際に関わるこ

とで、新しい食育を進める。 

〇 また、学校給食は、安全・安心で安定的に供給することが最優先。 

〇 給食で使用する食材については、「海老名市小中学校学校給食物資購入

基準」に基づき、安全な食材を使用している。 

 

《再質問》 

・ Wi-Fi のない家庭への対応 

・ 児童生徒用及び教職員用タブレットの配備状況 など 
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　報告理由

　令和４年３月31日付及び令和４年４月１日付で人事異動を発令したため

報告第６号

海老名市教育委員会関係職員の人事異動について

海老名市教育委員会関係職員の人事異動について、海老名市教育委員会教育長に対

する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第３条第１項の規定によ

り臨時に代理し発令したので、同条第２項の規定により報告する。

令和４年４月２２日提出

-1-



 

-2-



人　数 小　計 合　計

4 人

1 人

人　数 小　計 合　計

1 人

1 人

1 人

2 人

3 人

7 人

2 人

1 人

3 人

3 人

3 人

人　数 小　計 合　計

1 人

1 人

1 人

1 人

3 人

2 人

1 人

人　数 小　計 合　計

2 人

2 人

1 人

1 人

3 人

10 人

主任主事級

 令和４年４月１日付け（兼務者）

区　分

係長級

任期付職員 主事補級

10 人

9 人 9 人

主査級

主事級

新採用職員 主事補級

技能労務職 主事級

主任主事級

区　分

課長級

新採用職員 主事補級

再任用職員
主事級

技能労務職

部長級

次長級

参事級

 令和４年４月１日付け（転出者）

27 人 27 人

課長級
5 人 5 人

令和４年４月22日
定例教育委員会資料
教育総務課総務係

主査級

主事級

部長級

次長級

参事級

課長級

係長級

人　事　異　動　内　訳

 令和４年３月３１日付け（転出者等）

区　分

指導主事

 令和４年４月１日付け（昇格・昇任・転入者等）

区　分

理事級
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　報告理由

　辞職及び任期満了に伴い、新たに非常勤特別職を委嘱したため

報告第７号

令和４年度海老名市教育委員会非常勤特別職の委嘱について

令和４年度海老名市教育委員会非常勤特別職の委嘱について、海老名市教育委員会

教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第３条第１項

の規定により臨時に代理し委嘱したので、同条第２項の規定により報告する。

令和４年４月２２日提出
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令和４年度海老名市教育委員会非常勤特別職（文化財保護審議会委員 

及び専門委員)の委嘱について 

 

１ 概要 

  海老名市文化財保護審議会委員及び専門委員の任期満了に伴い、継続委嘱及び

後任者の新規委嘱を行ったため、報告する。 

 

 

２ 文化財保護審議会委員及び専門委員について 

 (１) 文化財保護審議会委員 

市内文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議等を行う

ため、文化財に関し識見を有するものとして教育委員会が委嘱する。 

(２) 文化財保護審議会専門委員 

専門的事項を調査研究するため設置する部会に関し、文化財の専門的事項

に識見を有する者を教育委員会が委嘱する。 

 

 

３ 委嘱期間 

  令和４年４月１日から令和６年３月31日まで 

 

 

４ 委嘱する者 

  別紙「海老名市文化財保護審議会委員・専門委員委嘱者等名簿」のとおり 

 

 

令和４年４月22日 

定例教育委員会資料 

教育総務課文化財係 
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文化財保護審議会委員

氏　　名 分野 内容 当初委嘱 備　　考

浜田
はまだ

　弘明
ひろあき 民俗学

博物館学
令和4年4月1日 ～ 令和6年3月31日 継続 平成24年4月1日 桜美林大学教授

片山
かたやま

　兵衛
ひょうえい

郷土史
アジア近代

史
令和4年4月1日 ～ 令和6年3月31日 継続 令和2年4月1日 元神奈川県立高等学校教諭、元海老名市社会教育指導員

山本
やまもと

　勉
つとむ 美術史

彫刻史
令和4年4月1日 ～ 令和6年3月31日 継続 令和2年4月1日

鎌倉国宝館館長、清泉女子大学名誉教授、
東京国立博物館名誉館員

海老澤
えびさわ

　模
も

奈
な

人
ど

建築史 令和4年4月1日 ～ 令和6年3月31日 新規 令和4年4月1日 東京工芸大学教授、海老名市都市計画審議会委員

青木　敬
あおき　　　　　たかし

考古学 令和4年4月1日 ～ 令和6年3月31日 新規
令和4年4月1日

（令和元年8月1日）

國學院大學文学部教授
令和元年8月1日～令和4年3月31日　文化財保護審議会専門
委員

井上
いのうえ

　泰
やすし

古文書 令和3年6月1日 ～ 令和5年5月31日 ― 令和元年６月1日 相模原市立公文書館職員

文化財保護審議会専門委員

氏　　名 分野 内容 当初委嘱 備　　考

加藤　仁美
かとう　　　　　　ひとみ 都市計画

景観
令和4年4月1日 ～ 令和6年3月31日 継続 令和元年8月1日 海老名市景観審議会委員

長沢　可也
ながさわ　　　　　かや

ＣＧ・
マルチメディ
アコンテンツ

令和4年4月1日 ～ 令和6年3月31日 継続 令和元年8月1日 湘南工科大学工学部教授

鹿野  陽子
かの　　　　　　　ようこ

造園 令和4年4月1日 ～ 令和6年3月31日 継続 令和元年8月1日 岐阜県立国際園芸アカデミー客員教授

海老名市文化財保護審議会委員・専門委員委嘱者等名簿（令和4年4月1日）

委嘱期間

委嘱期間

-
9
-
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令和４年度海老名市教育委員会非常勤特別職（奨学生選考委員会委員）の 

委嘱について 

 

 

１ 概要 

  人事異動に伴い、新たに非常勤特別職を委嘱した。 

 

 

２ 奨学生選考委員会委員について 

  海老名市奨学生としての適否及び理由、その他必要な事項に係る協議を行う。 

   

 

３ 委嘱期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

  ※任期は２年間だが、今回委嘱する者は前任者の残任期間として、１年間の委

嘱。 

 

４ 委嘱する者 

氏名 所属 委嘱内容 

山川
やまかわ

 勇
いさむ

 杉久保小学校長 新規 

霜
しも

島
じま

 恵
めぐみ

 柏ケ谷中学校長 新規 

市川
いちかわ

 明宏
あきひろ

 神奈川県立有馬高等学校長 新規 

 

 

５ 名簿 

  別紙のとおり 

   

令和４年４月22日 

定例教育委員会資料 

就学支援課就学支援係 
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別紙

令和4年度

委嘱期間　：　令和３年４月１日～令和５年３月31日

※網掛け部分が、新規委嘱者
※新規委嘱者の任期は、前任者の残任期間

 № 氏　　名 所　　属 備　考

1 村井
むらい

　敏男
としお

民生委員児童委員 継続

2 山川
やまかわ

　勇
いさむ

杉久保小学校長 新規

3 大島　直子
おおしま　　　　なおこ

海老名中学校長 継続

4 河毛
がもう

　利
としゆき

之 有馬中学校長 継続

5 椙山
すぎやま　

　博考
ひろたか

海西中学校長 継続

6 霜島
しもじま

　恵
めぐみ

柏ケ谷中学校長 新規

7 村松
むらまつ

　かおり 大谷中学校長 継続

8 成岡
なるおか

　誠司
せいじ

今泉中学校長 継続

9 市川
いちかわ

　明宏
あきひろ 神奈川県立

有馬高等学校長
新規

海老名市奨学生選考委員会委員名簿
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令和４年度海老名市教育委員会非常勤特別職（学校医：耳鼻咽喉科医） 

の委嘱について 

 

１ 概要 

  海老名市医師会より変更の申し出があったため、新たに非常勤特別職を委嘱し

た。 

 

 

２ 学校医（耳鼻咽喉科医）について 

  学校における健康診断、健康相談、保健指導等に従事する。 

  

 

３ 委嘱期間 

  令和４年４月１日から 

 

 

４ 委嘱する者 

氏名 委嘱等内容 備考 

新川
しんかわ

 真那
ま な

実
み

 新規 
上星小学校、今泉小学校、杉本小学校、柏ケ谷中学校、

今泉中学校 

 

 

５ 名簿 

  別紙のとおり 

令和４年４月22日 

定例教育委員会資料 

就学支援課健康給食係 
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令和４年度

海老名市教育委員会　　就学支援課　

令和４年４月１日時点　

網掛け部分は、新規委嘱者　

区　分 医療機関名 委嘱年月日

にしのキッズクリニック H23.4.1 11 年

海老名こども診療所 H29.4.1 5 年

海 老 名 小 学 校 林歯科医院 H13.4.1 21 年

たんぽぽ歯科医院 H25.4.1 9 年

薬剤師 ひまわり薬局 H19.4.1 15 年

内　科 増田産婦人科医院 S62.4.1 35 年

西山歯科医院 S59.4.1 38 年

もりた歯科医院 H17.4.1 17 年

薬剤師 ヤマナ薬局 H9.4.1 25 年

内　科 海老名こども診療所 H28.7.1 5 年 9 月

島崎歯科医院 H17.4.1 17 年

海老名むらやま歯科 R2.4.1 2 年

薬剤師 あおば薬局海老名本郷店 H28.4.1 6 年

内　科 腎健クリニック H24.4.1 10 年

田辺歯科医院 H17.4.1 17 年

海老名歯科口腔外科クリニックR3.4.1 1 年

薬剤師 ― S54.4.1 43 年

内　科 にしのキッズクリニック R2.4.1 2 年

― H19.8.1 14 年 8 月

中央デンタルクリニック H25.4.1 9 年

薬剤師 あい薬局海老名店 H29.4.1 5 年

内　科 やよいクリニック H22.4.1 12 年

チェリー歯科医院 S60.4.1 37 年

おおの歯科医院 H17.4.1 17 年

薬剤師 ひとみ薬局海老名店 R3.4.1 1 年

内　科 大島クリニック H10.4.1 24 年

Ｋ’ｓデンタルクリニック R4.4.1 0 年

アイリス歯科クリニック H26.4.1 8 年

薬剤師 石坂整形外科クリニック H20.4.1 14 年

中新田 小学校 歯　科
鎌田　洋一

石坂　美幸

添原　隆史

宇都宮　毅紀

大島　充一

田所　真帆

野澤　直史

上 星 小 学 校 歯　科
山川　晃司

相原　典子

西野　善泉

大 谷 小 学 校 歯　科
片岡　誠

山根　総一郎

大 野　 宏

村藤　大樹

有 鹿 小 学 校 歯　科
村山　正史

有 馬 小 学 校 歯　科
工藤　雅範

田辺　丈二

島崎　敏樹

石田　達也

横田　和彦

柏 ケ 谷 小学校 歯　科
西山　幹夫

盛田　健司

山名　佳見

歯　科
大谷　武

林　 洋 紀

若林　豊子

増田　恵一

　　学校医・学校歯科医・学校薬剤師・医療機関名簿

学　校　名 氏　　名 通算委嘱年数

内　科
西野　善泉

村藤　大樹
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令和４年度
区　分 医療機関名 委嘱年月日

内　科 こっここどもクリニック H28.4.1 6 年

ひまわり歯科 H17.4.1 17 年

池田歯科医院 H17.4.1 17 年

薬剤師 東柏ケ谷薬局 H20.4.1 14 年

内　科 もり整形外科・眼科 H14.4.1 20 年

しゃけ駅前歯科 R3.4.1 1 年

オレンジ歯科 R4.4.1 0 年

薬剤師 東柏ケ谷薬局 H25.4.1 9 年

内　科 腎健クリニック H24.4.1 10 年

ユーカリ歯科医院 H17.4.1 17 年

石井歯科医院 H17.4.1 17 年

薬剤師 ドラッグくすり箱 H8.4.1 26 年

内　科 のざわ小児科内科医院 H13.4.1 21 年

ライオン歯科(R1.5.22確認） H17.4.1 17 年

鈴木歯科医院 H28.4.1 6 年

薬剤師 野崎調剤薬局 S54.4.1 43 年

内　科 えびな脳神経外科 R4.4.1 0 年

前谷歯科医院 H1.4.1 33 年

Dental Clinic らいふ H28.4.1 6 年

薬剤師 クリエイトかしわ台駅前店 R4.4.1 0 年

内　科 まなべ小児科クリニック H16.4.1 18 年

歯科伊藤医院 H17.4.1 17 年

さくら歯科 H30.4.1 4 年

薬剤師 （勤務薬局なし） H24.4.1 10 年

伊藤 真理湖

田端　康

真部　秀治

杉 本 小学校 歯　科

中村　盛幸

森田　肇

横田　和彦

吉原　正剛

小学校 歯　科
千葉　容太

野村　雅寛

佐藤　智恵子

杉 久 保 小学校 歯　科
菱沼　康一

鈴木　美奈子

石 井 　聡

青木　茂昌

野澤　富一

今 泉 小学校 歯　科

社 家

野崎　芳雄

山下　愛茜

前 谷 　久

門 沢 橋 小学校 歯　科
野間　俊行

池 田 　馨

比田　真佐子

森 　博 之

東柏ケ谷 小学校 歯　科
横江　亮

後藤　大作

学　校　名 氏　　名 通算委嘱年数
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令和４年度
区　分 医療機関名 委嘱年月日

内　科 海老名中央医院 R2.7.1 1 年 9 月

ライオンインプラントセンター H13.9.1 20 年 7 月

まちだ歯科医院 H17.4.1 17 年

薬剤師 アイン薬局 H30.4.1 12 年

内　科 さつき町診療所 R3.4.1 1 年

マーブル歯科 H17.4.1 17 年

原歯科医院 H17.4.1 17 年

薬剤師 なの花薬局海老名扇町店 R3.4.1 1 年

内　科 ― S49.4.1 48 年

さつかわ歯科医院 H17.4.1 17 年

海老名総合病院歯科・
口腔外科

H20.4.1 14 年

薬剤師 篠崎薬局 H26.4.1 8 年

内　科 海老名西口こころの診療所 H28.5.1 5 年 11 月

山名歯科医院 S63.4.1 34 年

和田歯科診療室 H30.4.1 4 年

薬剤師 なの花薬局さがみ野店 H29.4.1 5 年

内　科 なかえこどもクリニック H23.4.1 11 年

アップル歯科クリニック R4.4.1 0 年

国分歯科クリニック H17.4.1 31 年

薬剤師 なの花薬局海老名扇町店 H29.4.1 5 年

内　科 えびな脳神経外科 R4.4.1 0 年

いしわた矯正歯科医院 H17.4.1 17 年

ライオン歯科医院 H30.11.1 3 年 5 月

薬剤師 ガーデン薬局 H23.4.1 11 年

氏　　名 医療機関名 委嘱年月日

眼科校医 小川　泰典 小川眼科 H29.4.1 5 年

眼科校医 三谷　貴一郎 みたに眼科クリニック H25.4.1 9 年

眼科校医 松島 新吾 松島眼科クリニック H10.4.1 24 年

眼科校医 本間　啓藏 本間眼科 H21.4.1 13 年

家次耒　啓吾 かくらい眼科 R3.4.1 1 年

耳鼻咽喉科校医 朴　 茂男 さがみ野耳鼻咽喉科 H5.4.1 29 年

耳鼻咽喉科校医 田村　嘉之 海老名耳鼻咽喉科クリニック H20.4.1 14 年

耳鼻咽喉科校医 新川　真那実 新川さがみ野クリニック R4.4.1 0 年

井戸　光次朗 海老名こじろう耳鼻咽喉科 R3.4.1 1 年

海老名市立学校

海老名市立学校

海老名市立学校

海老名市立学校

海老名市立学校 耳鼻咽喉科校医

海老名市立学校

海老名市立学校

海老名市立学校

小林　弘忠

海老名市立学校 眼科校医

通算委嘱年数

今 泉 中学校 歯　科
飯塚　勇太

石渡　靖夫

区　　　　　　分

池浦　亨枝

山下　愛茜

坂本　樹里

中江　陽一郎

大 谷 中学校 歯　科
田村　俊明

国 分　 真

篠原　美絵

有 馬 中学校 歯　科
坂上　雅史

篠崎　ひろみ

大山　泰弘

柏 ケ 谷 中学校 歯　科
山名　裕見

和田　信吾

海 西 中学校 歯　科
石井　良昌

札川　秀忠

通算委嘱年数

山田　博之

原 　房 宏

武田　洋貴

友利　昭雄

坂之上　和稔

海 老 名 中学校 歯　科
鈴木　仙一

町田　清鳳

学　校　名 氏　　名
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令和４年度海老名市教育委員会非常勤特別職(学校運営協議会委員) 

の委嘱について 

 

 

１ 概要 

  海老名市立小中学校より変更の申し出があり、新たに非常勤特別職を委嘱した

ため、報告する。 

 

 

２ 学校運営協議会委員について 

  学校運営への必要な支援及び協力を行う。 

  

  

３ 委嘱期間 

  令和４年４月１日から令和６年３月31日まで 

 

 

４ 委嘱する者 

    別紙名簿のとおり 

 

 

令和４年４月22日 

定例教育委員会資料 

教育支援課指導係 
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海老名市立 海老名小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 小田島
お だ じ ま

　恵子
け い こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

2 赤塚
あかつか

　誠
まこと

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

3 松岡
まつおか

　路
みち

秀
ひで

R4.4.1 継続 地域住民

4 奥貫
おくぬき

　誠
まこと

R4.4.1 新規 保護者

5 生駒
い こ ま

　晶
あきら

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

6 谷
たに

向
むき

　翔
しょう

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

7 奥泉
おくいずみ

　憲
けん

R4.4.1 継続 校長

8 石田
い し だ

　雅
ま さ

樹
き

R4.4.1 継続 教頭

9 神村
かみむら

　博之
ひろゆき

R4.4.1 継続 教職員

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 柏ケ谷小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 山﨑
やまざき

　久男
ひ さ お

R4.4.1 継続 学識経験者

2 小幡
お ば た

　信司
し ん じ

R4.4.1 継続 地域住民

3 大矢
お お や

　和正
かずまさ

R4.4.1 新規 地域住民

4 森山
もりやま

　輝男
て る お

R4.4.1 継続 地域住民

5 植木
う え き

　文夫
ふ み お

R4.4.1 継続 地域住民

6 中垣
なかがき

　洋
ひろし

R4.4.1 継続 地域住民

7 櫻井
さ く ら い

　信夫
の ぶ お

R4.4.1 継続 地域住民

8 松本
ま つ もと

　孝夫
た か お

R4.4.1 継続 地域住民

9 加藤
か と う

　永歳
ひ さ と し

R4.4.1 新規 保護者

10 志村
し む ら

　政
ま さ

憲
のり

R4.4.1 継続 地域住民

11 齊藤
さ い と う

　裕子
ゆ う こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

12 鈴木
す ず き

　佳子
か こ

R4.4.1 新規 学校運営に資する活動を行う者

13 藤原
ふじはら

　絵里奈
え り な

R4.4.1 新規 学校運営に資する活動を行う者

14 青山
あおやま

　明裕
あきひろ

R4.4.1 新規 教職員

15 姫野
ひ め の

　珠実
あ け み

R4.4.1 継続 教頭

16 麻生
あ そ う

　仁
ひとし

R4.4.1 継続 校長

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 有鹿小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 碓井　雅巳
う す い も と み

R4.4.1 継続 学識経験者

2 鍵渡　正徳
かぎわた まさのり

R4.4.1 継続 学識経験者

3 越智　正則
お ち まさのり

R4.4.1 継続 地域住民

4 北川
きたがわ

　八重子
や え こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

5 大久保　敏
おおくぼ　　　　　さとし

R4.4.1 継続 地域住民

6 田中
た な か

　由
ゆ

美
み

野
の

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

7 伊藤
い と う

　恵美子
え み こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

8 新井　悦子
あ ら い え つ こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

9 加藤
か と う

　誠一
せいいち

R4.4.1 新規 地域住民

10 境
さかい

　景子
け い こ

R4.4.1 継続 校長

11 内山
うちやま

　大輔
だいすけ

R4.4.1 新規 教頭

12 德山
と く や ま

　敬
ひろ

倫
みち

R4.4.1 継続 教職員

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 有馬小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 古
ふる

郡
こおり

　宗
むね

正
まさ

R4.4.1 継続 学識経験者

2 山口
やまぐち

　慎二
し ん じ

R4.4.1 継続 地域住民

3 二見　隆江
ふ た み た か え

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 渡部
わ た べ

　美保
み ほ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

5 小松
こ ま つ

　明
あきら

R4.4.1 継続 地域住民

6 村山
むらやま

　紀行
のりゆき

R4.4.1 新規 地域住民

7 奥谷
おくたに

　婦貴子
ふきこ

R4.4.1 新規 地域住民

8 遠藤
えんどう

　一義
かずよし

R4.4.1 継続 校長

9 前田
まえだ

　潤子
じゅんこ

R4.4.1 新規 教頭

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿

-26-



海老名市立 大谷小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 石井　正雄
い し い ま さ お

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

2 藤澤
ふじさわ

　ゆかり R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

3 今別府　淳子
い ま べ っ ぷ じ ゅ ん こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 桐生　行雄
き り ゅ う ゆ き お

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

5 島仲
しまなか

　京子
き ょ う こ

R4.4.1 新規 教頭

6 山形
やまがた

　圭介
けいすけ

R4.4.1 新規 教職員

7 春山
はるやま

　茂樹
し げ き

R4.4.1 継続 校長

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 上星小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 栗山
く り や ま

　明
あき

郎
お

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

2 樋口
ひ ぐ ち

　るり子
こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

3 仲村
なかむら

　ひとみ R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 小島
こ じ ま

　洋人
ひろひと

R4.4.1 継続 保護者

5 和
わ

田
だ

　波代
な み よ

R4.4.1 継続 校長

6 楠
くすのき

　祐子
ゆうこ

R4.4.1 新規 教頭

7 五十嵐
い か ら し

　光
ひかる

R4.4.1 継続 教職員

8 大林
おおばやし

　譲
ゆずる

R4.4.1 新規 教職員

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 中新田小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 笠原
かさはら

　祐
ゆ う

治
じ

R4.4.1 新規 学校運営に資する活動を行う者

2 鍵渡
かぎわた

　香代子
か よ こ

R4.4.1 継続 学識経験者

3 藤井
ふ じ い

　利秀
とし ひで

R4.4.1 新規 地域住民

4 猪飼
い か い

　誉之
たかゆき

R4.4.1 新規 学識経験者

5 井出
いで

　誠司
せいし

R4.4.1 新規 学識経験者

6 山本
やまもと

　源
げん

R4.4.1 継続 地域住民

7 蕪木
かぶき

　扶由美
ふゆみ

R4.4.1 新規 地域住民

8 宮下
みやした

　翔太
しょうた

R4.4.1 新規 教職員

9 小薗
こ ぞ の

　洋
ひろし

R4.4.1 継続 教頭

10 檀浦
だんのうら

　かおり R4.4.1 継続 校長

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 門沢橋小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 仲谷
なかたに

　薫
かおる

R4.4.1 新規 地域住民

2 佐川
さ が わ

　滝三
たき ぞう

R4.4.1 新規 地域住民

3 大島
おおしま

　千佳
ち か

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 米山
よねやま

　恵
めぐみ

R4.4.1 継続 学識経験者

5 牛村
う し む ら

　忠雄
た だ お

R4.4.1 継続 学識経験者

6 関谷
せ き や

　めぐみ R4.4.1 新規 保護者

7 武井
た け い

　友勝
ともかつ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

8 大河原
お お が わ ら

　俊一
としかず

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

9 濵野
は ま の

　喜八郎
き は ち ろ う

R4.4.1 新規 学校運営に資する活動を行う者

10 西海
にしがい

　豊道
とよみち

R4.4.1 新規 学校運営に資する活動を行う者

11 後藤
ご と う

　純子
じゅ ん こ

R4.4.1 継続 校長

12 潮田
し お た

　佑介
ゆうすけ

R4.4.1 継続 教頭

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 小林
こばやし

　丈
たけ

記
のり

R4.4.1 新規 校長

2 芳賀　敬子
は が け い こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

3 橋本
は し も と

 絵美里
え み り

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 國吉  　聖
く に よ し ひ じ り

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

5 海野
う み の

　望
のぞみ

R4.4.1 新規 保護者

6 佐藤
さ と う

　充明
みつあき

R4.4.1 継続 保護者

7 二見　吉男
ふ た み よ し お

R4.4.1 継続 地域住民

8 柳下　泰介
や ぎ し た た い す け

R4.4.1 継続 地域住民

9 長井　  徹
ながい　　　　　　　とおる

R4.4.1 継続 地域住民

10 小山内
お さ な い

　清
せい

潤
じゅん

R4.4.1 継続 地域住民

11 瀬戸口　壮
せ と ぐ ち つ よ し

R4.4.1 継続 地域住民

12 塚原
つかはら

　 勲
いさお

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

13 工藤
く ど う

　真
しん

R4.4.1 新規 学校運営に資する活動を行う者

14 佐藤　孝男
さ と う た か お

R4.4.1 継続 地域住民

15 小池　一美
こ い け か ず み

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

16 高橋　典嗣
た か は し の り つ ぐ

R4.4.1 継続 学識経験者

17 守谷　美子
も り や よ し こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿海老名市立東柏ケ谷小学校
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海老名市立 社家小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 曾我
そ が

　治夫
は る お

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

2 田口
た ぐ ち

　昭夫
あ き お

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

3 三田
さ ん だ

　英樹
ひ で き

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 津々木
つ つ き

　美幸
み ゆ き

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

5 井桁
い げ た

　きよ子
こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

6 春日井
か す が い

　美穂
み ほ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

7 石原
いしはら

　奈穂子
な お こ

R4.4.1 新規 保護者

8 小俣
お ま た

　隆史
たかひと

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

9 米山
よねやま

　靖恵
や す え

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

10 大
おお

乘
のり

　文孝
ふみたか

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

11 落合
おちあい

　全伯
ま さ の り

R4.4.1 新規 地域住民

12 佐々木
さ さ き

　宏文
ひろふみ

R4.4.1 新規 地域住民

13 曽我
そ が

　幸治
こ う じ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

14 米山
よねやま

 恵
めぐみ

R4.4.1 継続 学識経験者

15 梅崎
う めざ き

　玲子
れ い こ

R4.4.1 継続 校長

16 石井
い し い

　友紀
ゆ き

R4.4.1 継続 教頭

17 岩瀬
い わ せ

　一哲
かづあき

R4.4.1 継続 教職員

18 森
も り

　達也
た つ や

R4.4.1 継続 教職員

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 杉久保小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 伊藤
い と う

　健三
けんぞう

R4.4.1 継続 学識経験者

2 岩崎
いわさき

　佐容
さよこ

子 R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

3 鈴木
す ず き

　剛
つよし

R4.4.1 継続 保護者

4 山口
やまぐち

　光康
みつやす

R4.4.1 新規 保護者

5 金子
か ね こ

　由美子
ゆ み こ

R4.4.1 継続 地域住民

6 前田
ま え だ

　正晴
まさはる

R4.4.1 継続 地域住民

7 山室
やまむろ

　修次
し ゅ う じ

R4.4.1 継続 学識経験者

8 山川
やまかわ

　勇
いさむ

R4.4.1 継続 校長

9 塩原
しおばら

　貴明
たかあき

R4.4.1 新規 教頭

10 田村
た む ら

　哲哉
て つ や

R4.4.1 継続 教職員

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 今泉小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 和泉
い ず み

　雅幸
まさゆき

R4.4.1 新規 学識経験者

2 中野
な か の

　隆則
たかのり

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

3 守屋
も り や

　佐千子
さ ち こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 木島
き じ ま

　智恵美
ち え み

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

5 本多
ほ ん だ

　正樹
ま さ き

R4.4.1 新規 保護者

6 和田
わ だ

　修二
し ゅ う じ

R4.4.1 継続 校長

7 住田
す み だ

　晶子
あ き こ

R4.4.1 継続 教頭

8 石川
いしかわ

　雄一郎
ゆ うい ち ろ う

R4.4.1 新規 教職員

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 杉本小学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 瀧澤
たきざわ

　美穂子
み ほ こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

2 藤吉
ふじ よし

　ひとみ R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

3 河村
かわむら

　治
おさむ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 鈴木
す ず き

　亜矢
あ や

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

5 及川
おいかわ

　普
しん

二
じ

R4.4.1 新規 学校運営に資する活動を行う者

6 田地川
た ち か わ

　俊行
とし ゆき

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

7 小川
お が わ

　百合子
ゆ り こ

R4.4.1 継続 校長

8 古畑
ふるはた

　恒
ひさし

R4.4.1 継続 教頭

9 實
み

山
やま

　美雪
み ゆ き

R4.4.1 継続 教職員

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 海老名中学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 真壁
ま か べ

　坤
こん

子
こ

R4.4.1 継続 学識経験者

2 渡部
わ た べ

　美
よ し

憲
のり

R4.4.1 継続 学識経験者

3 山田
や ま だ

　佳子
よ し こ

R4.4.1 継続 学識経験者

4 猪飼
い か い

　誉之
たかゆき

R4.4.1 新規 学識経験者

5 小田島
お だ じ ま

　恵子
け い こ

R4.4.1 継続 地域住民

6 谷川
たにかわ

　治
おさむ

R4.4.1 継続 学識経験者

7 柴田
しばた

　泰輔
たいすけ

R4.4.1 新規 保護者

8 小坂
こ さ か

　浩久
ひろひさ

R4.4.1 継続 教頭

9 河野
かわの

　洋
ひろし

R4.4.1 新規 教職員

10 大島
おおしま

　直子
な お こ

R4.4.1 継続 校長

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿

-36-



海老名市立 有馬中学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 木村
きむら　

　和雄
かずお　

R4.4.1 継続 学識経験者

2 橋本
はしもと

　瑞貴
みずき

R4.4.1 継続 保護者

3 塩井　俊勝
しおい　　　としかつ

R4.4.1 継続 地域住民

4 芝　　善孝
しば　　　　よしたか

R4.4.1 継続 地域住民

5 森下　賢人
もりした　　けんと

R4.4.1 継続 地域住民

6 三田　英樹
さんだ　　　ひでき

R4.4.1 継続 地域住民

7 武井　哲也
たけい　　　てつや

R4.4.1 継続 地域住民

8 米山 　 恵
よねやま　　めぐみ

R4.4.1 継続 学識経験者

9 大島　千佳
おおしま　   ちか

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

10 宮台　  功
みやだい　　　いさお

R4.4.1 継続 地域住民

11 河
が

毛
もう

　利之
としゆき

R4.4.1 継続 校長

12 久保谷
くぼたに

　由美子
ゆみこ

R4.4.1 継続 教頭

13 越智
おち

　雄平
ゆうへい

R4.4.1 継続 教職員

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 海西中学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 加来
か く

　功
いさお

R4.4.1 継続 学識経験者

2 萩谷
は ぎ や

　晃子
あ き こ

R4.4.1 継続 学識経験者

3 吉川　典章
きっかわ のりあき

R4.4.1 新規 学識経験者

4 鍵
かぎ

渡
わた

　香代子
か よ こ

R4.4.1 新規 学識経験者

5 内藤
な い と う

　奈美恵
な み え

R4.4.1 新規 地域住民

6 別府
べ っ ぷ

　裕二
ゆ う じ

R4.4.1 新規 教頭

7 盛
も り

　智史
さ と し

R4.4.1 継続 教職員

8 椙山
すぎやま

　博考
ひろたか

R4.4.1 新規 校長

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 柏ケ谷中学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 竹本　弥生
た け も と や よ い

R4.4.1 継続 学識経験者

2 上田
うえだ

　貴康
たかやす

R4.4.1 継続 学識経験者

3 澁谷
しぶや

　清美
きよみ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 橋本
はしもと

　絵美里
えみり

R4.4.1 継続 地域住民

5 森山
もりやま

　輝
てる

男
お

R4.4.1 継続 地域住民

6 二見
ふたみ

　吉男
よしお

R4.4.1 継続 地域住民

7 千葉
ちば

　一人
かずと

R4.4.1 新規 地域住民

8 工藤
くどう

　真
まこと

R4.4.1 新規 保護者

9 中村
なかむら

　賀
のり

子
こ

R4.4.1 新規 保護者

10 霜島
しもじま

　恵
めぐみ

R4.4.1 新規 校長

11 金
きん

　佳孝
よしたか

R4.4.1 継続 教頭

12 大矢
おおや

　貴
たかし

史 R4.4.1 新規 教職員

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 大谷中学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 熊澤
くま ざわ

　美恵子
み え こ

R4.4.1 継続 学識経験者

2 薗口
そのぐち

　美佐子
み さ こ

R4.4.1 継続 地域住民

3 遠藤
えんどう

　俊
と し

枝
え

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

4 岩崎
いわさき

　佐
さ

容子
よ こ

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

5 吉田
よ し だ

　存
あきら

R4.4.1 継続 地域住民

6 吉田
よ し だ

　守
まもる

R4.4.1 継続 学識経験者

7 長久
ながひさ

　栄子
え い こ

R4.4.1 継続 地域住民

8 村松
むらまつ

　かおり R4.4.1 継続 校長

9 竹島
たけしま

　和也
か ず や

R4.4.1 継続 教頭

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿
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海老名市立 今泉中学校

2022.4.1

№ 氏　　名 委嘱日 継続・新規 備考

1 栗山
く り や ま

　明
あき

郎
お

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

2 樋口
ひ ぐ ち

　るり子
こ

R4.4.1 継続 地域住民

3 碓井
う す い

　雅
も と

巳
み

R4.4.1 継続 学識経験者

4 木島
き じ ま

　康男
や す お

R4.4.1 継続 学校運営に資する活動を行う者

5 平井
ひ ら い

　千恵子
ち え こ

R4.4.1 継続 地域住民

6 今井
い ま い

　大輔
だいすけ

R4.4.1 継続 地域住民

7 鈴木
すずき

　幹司
みきじ

R4.4.1 新規 保護者

8 石田
いしだ

　佳奈
かな

R4.4.1 新規 保護者

9 麻生
あ そ う

　伊都子
い つ こ

R4.4.1 新規 教職員

10 木村
き む ら

　信一郎
し んい ち ろ う

R4.4.1 継続 教頭

11 成岡
なるおか

　誠司
せ い じ

R4.4.1 継続 校長

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（委嘱期間は原則２年間）

※新規の方を含め、任期は令和６年３月31日まで。

学校運営協議会委員名簿

-41-



 

-42-



海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　報告理由

　小中学校におけるキャッシュレス化促進事業の一環として、令和４年度から新たに

ネットバンキングの利用を開始するため、海老名市立小中学校キャッシュレス化促進

補助金交付要綱の一部を改正したため

報告第８号

海老名市立小中学校キャッシュレス化促進補助金交付要綱の一部改正に

ついて

海老名市立小中学校キャッシュレス化促進補助金交付要綱の一部改正について、海

老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２

号）第４条の規定により報告する。

令和４年４月２２日提出
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海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付要綱 

の一部改正について 

 

１ 趣旨 

キャッシュレス化促進事業の一環として、現金取扱い上の事故を未然に防

止するとともに、現金取り扱いに係る負担軽減を図るにあたり、本来保護者

に負担してもらう手数料の負担軽減を図るため、令和３年度に海老名市立小

中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付要綱を制定した。 

この事業について、令和４年度から新たにネットバンキングの利用を開始

するため、同要綱の一部を改正したことから、報告する。 

なお、ネットバンキングの利用により、その場で即時に入金等の確認や業

者への振り込み等が行えるようになり、教職員の現金取り扱い事務に係る負

担軽減を図ることができ、結果として教職員が児童生徒に向けられる時間を

増やす効果が期待できる。 

 

 

２ 改正内容 

  ・「使用料」及び「手数料」の用語の意義を規定 

・ネットバンキングの使用料に関する事項を追加 

  ・上記改正に伴う様式変更 

   

※詳細は、別添新旧対照表のとおり 

 

 

３ 施行日 

  令和４年４月１日 

 

 

４ 経過 

  令和４年３月 ７日 政策会議 了承 

      ３月 24 日 最高経営会議 決定 

      ４月 １日 施行 

      ４月 22 日 定例教育委員会（報告） 

令和４年４月 22日 

定例教育委員会資料 
教育支援課指導係 
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海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付要綱 新旧対照表                            （傍線の部分は、改正部分） 

新 旧 

   海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、海老名市立小中学校の教材費等の支払いについて、キャッシュ

レス化を促進し、現金取扱い上の事故を防止するとともに、教職員の現金取り扱い

に係る負担軽減に寄与するため、学校長が金融機関に支払う教材費等に係る口座引

落とし手数料及びネットバンキング使用料に対し、予算の範囲内において補助金と

して交付することに関して、海老名市補助金等の交付に関する規則（昭和58年規則

第12号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１)－(３) ＜略＞ 

(４) 手数料 学校長が保護者から教材費等を口座引落としにより徴収する際に生じ

る口座引落とし手数料をいう。 

(５) 使用料 学校長が銀行の窓口やＡＴＭに行かずに、入金の確認、振り込み等が

行えるようにするため、金融機関に支払うネットバンキング使用料をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、学校長とする。 

 （補助対象となる経費 ） 

第４条 補助の対象となる経費       は、                

                  使用料及び手数料とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、                       手数料及 

び使用料の総額とする。 

（交付の申請） 

第６条 交付の申請は、補助金の交付を受けようとする学校長（以下「申請者」とい

う。）が、海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付申請書

（第１号様式）に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

   海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、海老名市立小中学校の教材費等の支払いについて、キャッシュ

レス化を促進し、現金取扱い上の事故を防止するとともに、教職員の現金取り扱い

に係る負担軽減に寄与するため、学校長が金融機関に支払う教材費等に係る口座引

落とし手数料             に対し、予算の範囲内において補助金と

して交付することに関して、海老名市補助金等の交付に関する規則（昭和58年規則

第12号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１)－(３) ＜略＞ 

＜新設＞ 

 

＜新設＞ 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、学校長とする。 

 （補助対象となる手数料） 

第４条 補助の対象となる口座引落とし手数料は、学校長が保護者から教材費等を口

座引落としにより徴収する際に生じる口座引落とし手数料とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、学校長が保護者から教材費等を徴収する際に生じる口座引落

とし手数料の額とする。 

 （交付の申請） 

第６条 交付の申請は、補助金の交付を受けようとする学校長（以下「申請者」とい

う。）が、海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付申請書

（第１号様式）に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

-
4
7
-



 
 

(１) ＜略＞ 

(２) 手数料及び使用料計算書 

(３) ＜略＞ 

第７条－第９条 ＜略＞ 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、海老名市立小中学校における

キャッシュレス化促進補助金実績報告書（第６号様式）に、次に掲げる書類を添付

し、20日以内に市長に報告しなければならない。 

(１) ＜略＞ 

(２) 手数料及び使用料支出並びにその内訳に係る証拠書類の写し 

(３) ＜略＞ 

第１１条－第１３条 ＜略＞ 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 
≪令和３年４月１日・制定≫ 

≪令和３年７月１日・一部改正≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) ＜略＞ 

(２) 口座引落とし手数料計算書 

(３) ＜略＞ 

第７条－第９条 ＜略＞ 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、海老名市立小中学校における

キャッシュレス化促進補助金実績報告書（第６号様式）に、次に掲げる書類を添付

し、20日以内に市長に報告しなければならない。 

(１) ＜略＞ 

(２) 手数料     支出及び その内訳に係る証拠書類の写し 

(３) ＜略＞ 

第１１条－第１３条 ＜略＞ 

 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

 
≪令和３年４月１日・制定≫ 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
4
8
-



 
 

【第１号様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１号様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
4
9
-



 
 

【第６号様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第６号様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

-
5
0
-



 

海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、海老名市立小中学校の教材費等の支払いについて、キャッシュ

レス化を促進し、現金取扱い上の事故を防止するとともに、教職員の現金取り扱い

に係る負担軽減に寄与するため、学校長が金融機関に支払う口座引落とし手数料及

びネットバンキング使用料に対し、予算の範囲内において補助金として交付するこ

とに関して、海老名市補助金等の交付に関する規則（昭和 58 年規則第 12 号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (１) 教材費等 教材費、行事費、ＰＴＡ会費、修学旅行費その他の教育活動に必

要な経費をいう。 

 (２) 学校長 海老名市立の小学校又は中学校の長をいう。 

 (３) 保護者 海老名市立の小学校に通う児童又は中学校に通う生徒の学校教育法

（昭和 22 年法律第 26 号）第 16 条に規定する保護者をいう。 

(４) 手数料 学校長が保護者から教材費等を口座引落としにより徴収する際に

生じる口座引落とし手数料をいう。 

(５) 使用料 学校長が銀行の窓口やＡＴＭに行かずに、入金の確認、振り込み等

が行えるようにするため、金融機関に支払うネットバンキング使用料をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、学校長とする。 

（補助対象となる経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、手数料及び使用料とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、手数料及び使用料の総額とする。 
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（交付の申請） 

第６条 交付の申請は、補助金の交付を受けようとする学校長（以下「申請者」とい

う。）が、海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付申請書（第

１号様式）に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 (１) 事業計画書 

(２) 手数料及び使用料計算書 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認め

るときは補助金の交付を決定し、速やかに海老名市立小中学校におけるキャッシュ

レス化促進補助金交付決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知する。 

（交付請求等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、速やかに海

老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付請求書（第３号様式）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、地方自治法施行令（昭和 22 年政令

第 16 号）第 162 条第３号の規定により、補助事業者へ概算払いにて速やかに補助

金を交付する。 

（事業の変更等） 

第９条 補助事業者は、交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は中止しようとす

るときは、市長の承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、海老名市立小中学校におけ

るキャッシュレス化促進補助金交付（変更・中止）申請書（第４号様式）に必要な

書類を添付して、市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは承

認し、海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付（変更・中止）

決定通知書（第５号様式）により、補助事業者に通知する。 
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（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、海老名市立小中学校における

キャッシュレス化促進補助金実績報告書（第６号様式）に、次に掲げる書類を添付

し、20 日以内に市長に報告しなければならない。 

 (１) 事業実績報告書 

 (２) 手数料及び使用料支出並びにその内訳に係る証拠書類の写し 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と  

 認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに海老名市立小中学校にお

けるキャッシュレス化促進補助金確定通知書（第７号様式）により、補助事業者に

通知する。 

（決定の取消し等） 

第１２条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた

とき又は補助金の交付決定の内容若しくは負担条件に違反したときは、補助金の交

付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

の返還を命ずることができる。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

≪令和３年４月１日・制定≫ 

≪令和３年７月１日・一部改正≫ 
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第１号様式（第６条関係） 

                              年  月  日 

 

 

 海老名市長         殿 

 

 

 

                申 請 者  所在地  

 

団体名  

                        

代表者  

 

 

  海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付申請書 

 

 

海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金の交付を受けたいので、

海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付要綱第６条の規定に基

づき、関係書類を添えて、次のとおり申請いたします。 

 

 

 

１ 交付申請額              円 

 

 

２ 添付資料 

 （１）事業計画書 

 （２）手数料及び使用料計算書 

 （３）その他市長が必要と認める書類 
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第２号様式（第７条関係） 

 

年  月  日                              

 

 

 

          様 

 

                        海老名市長            

 

 

海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付決定通知書 

 

 年 月 日付で申請のありました、海老名市立小中学校におけるキャッシュ

レス化促進補助金交付について、海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進

補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

 

 

１ 補助金交付決定額                円 

 

 

２ 補助条件 

 

 （１) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、市長の  

   承認を受けなければならない。 

（２） 補助事業が完了したときは、完了後20日以内に市長に実績を報告しなければ

ならない。 
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第３号様式（第８条関係） 

 

                           年  月  日 

 

 

 海老名市長         殿 

 

 

 

                      所在地  

 

団体名  

                        

代表者            印 

 

 

海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付請求書 

 

 海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金として、海老名市立小中

学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付要綱第８条の規定に基づき、次のとお

り、請求いたします。 

 

 

 

１ 請求額                 円 

 

 

 

 

２ 振込先  金融機関名          （銀行・金庫・組合）      （支店・支所）           

 

口座番号  普・当  №                 

 

口座名義（ｶﾀｶﾅ） 
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第４号様式（第９条関係） 

                                年  月  日 

 

 

 海老名市長         殿 

 

 

                 申 請 者 所在地 

 

団体名 

                        

代表者 

 

 

 

海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付（変更・中止）申請書 

 

 

  年  月  日付交付決定を受けた海老名市立小中学校におけるキャッシュレス

化促進補助金交付について、次のとおり（変更・中止）したいので、海老名市立小中

学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付要綱第９条の規定に基づき、申請しま

す。 

 

 

 １ （変更・中止）の内容 

 

（変更・中止）前 （変更・中止）後 

  

 

 ２ （変更・中止）の理由 

 

 

 

３ 既交付決定額                      円 

 

 

４ （変更・中止）後の交付申請額              円 
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第５号様式（第９条関係） 

 

 

年  月  日                              

 

 

          様 

 

                         海老名市長               

 

 

 

海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付（変更・中止）決定通

知書 

 

 

  年 月 日付で補助金の交付を決定した海老名市立小中学校におけるキャッシュ

レス化促進補助金について、海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金

交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり（変更・中止）決定したので、通知します。 

 

 

 

 

 １ （変更・中止）となった理由 

 

 

 

 

２ （変更・中止）後の交付決定額             円 
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第６号様式（第 10 条関係） 

                                年  月  日 

 

 

 海老名市長         殿 

 

 

 

                      所在地 

 

団体名 

                        

代表者 

 

 

 

 

海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金実績報告書 

 

 

年  月  日付で交付決定を受けた海老名市立小中学校におけるキャッシュ

レス化促進補助金に係る事業が完了したので、海老名市立小中学校におけるキャッシ

ュレス化促進補助金交付要綱第10条の規定に基づき、関係書類を添えて次のとおり報

告いたします。 

 

 

 

 

 １ 補助金名  海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金 

 

２ 事業期間      年  月  日 から   年  月  日まで 

 

 ３ 添付書類 

(１) 事業実績報告書 

(２) 手数料及び使用料支出並びにその内訳に係る証拠書類の写し 

(３) その他市長が必要と認める書類 
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第７号様式（第 11 条関係） 

 

年  月  日 

 

 

 

 

          様 

 

 

海老名市長 

 

 

 

海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交付確定通知書 

 

   年  月  日付で報告のあった海老名市立小中学校におけるキャッシュレス

化促進補助金について、海老名市立小中学校におけるキャッシュレス化促進補助金交

付要綱第11条の規定に基づき、次のとおり交付すべき額が確定したので、通知します。 

 

 

 

  １ 交 付 決 定 額           円 

 

 

  ２ 交 付 確 定 額           円 

 

 

３ 精   算   額           円 
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　令和４年度（令和３年度対象）教育委員会事務の点検・評価を実施するにあたり、

実施方針及び評価対象を定めたいため

議案第１３号

令和４年度（令和３年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方針及

び評価対象について

別紙のとおり、令和４年度（令和３年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方

針及び評価対象について、議決を求める。

令和４年４月２２日提出
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令和４年度（令和３年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方針 

及び評価対象について 

 

 

１ 趣旨 

  令和４年度（令和３年度対象）教育委員会事務の点検・評価を実施するに

あたり、実施方針及び評価対象を決定したい。 

 

 

２ 実施方針案 

  別紙のとおり 

 

 

３ 評価対象事業 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定により策定し

た「海老名市教育大綱」に掲げられている、教育施策の３つの柱として位置

付けた１４事業を点検・評価対象としたい。 

  なお、点検・評価を行う事業の目的及び内容については、その進捗状況等

に応じて適宜見直しを図ることとする。 

   

海老名市教育大綱 

  海老名市の教育、学術及び文化芸術に関する総合的な施策の大綱 

 

 

４ 点検・評価の方法 

評価対象となる取組を担当課が自己評価し、外部評価者による評価（知見

の活用）を経て、教育委員会が総合的に点検・評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月22日 

定例教育委員会資料 

教育総務課総務係 
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５ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（大綱の策定等） 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第一項に規定する基本的

な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及

び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を

定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

４ 第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理

し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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令和４年度（令和３年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方針 

 

 令和４年度（令和３年度対象）の点検・評価を行うにあたり、下記のとおり実施するも

のとする。 

 

１ 目的 

  教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することにより、効果的な教育行政の推

進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていく。 

 

２ 評価対象とする施策・事業について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定により策定した「海老名

市教育大綱」に掲げられている、教育施策の３つの柱として位置付けた１４事業を点検・

評価対象としたい。 

なお、点検・評価を行う事業の目的及び内容については、その進捗状況等に応じて適

宜見直しを図ることとする。 

 

３ 点検・評価方法について 

  ＰＤＣＡサイクルに則り、評価対象の事業についての目的・計画（＝ＰＬＡＮ）に対

する実績（＝ＤＯ）を比較し、担当課評価を行う。 

外部評価者から施策及び主な事業に対する意見を聴取し、これを取りまとめる。 

教育委員会は、担当課評価と外部評価者の意見を踏まえ、総合的に点検・評価を行う。

（＝ＣＨＥＣＫ） 

教育委員会による総合的な評価を踏まえ、改善事項を記載し、次年度の取組に反映さ

せる。（＝ＡＣＴ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事業の評価について 

各事業について、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」の３段階での評価を行い、あわせて、課題や今

後の方向性を踏まえた上で、コメントを記載します。 

更に、進捗状況についても評価を行い、次年度への取組について拡大・継続・縮小

等により方向性を示します。 

また、それらを踏まえた上で、教育委員会としての総合的な評価を記載します。 

 

なお、３段階の評価の目安は以下のとおりです。 

  Ａ ・・・ 目的・計画を上回る成果が表れている。 

  Ｂ ・・・ 目的・計画どおりの成果が表れている。 

  Ｃ ・・・ 目的・計画した成果が表れていない。 
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４ 外部知見の活用 

  「えびなっ子しあわせ懇談会委員」に依頼する。 

  委 員 備   考 

高村 恵  元海老名市立中学校長 

小田島 恵子  元海老名市立中学校ＰＴＡ会長 

掛川 忠良  学識経験者 

横田 淳子  元海老名市立小学校教頭 

三田 英樹  元海老名市立中学校ＰＴＡ会長 

 

５ 議会への提出及び市民への公表 

  ９月下旬ごろ提出を予定。 

  その後、ホームページ及び情報公開コーナーに配架し、公表する。 

 

６ スケジュール（予定） 

  ４月22日       方針及び対象事業の決定（教育委員会定例会） 

４月下旬～５月下旬  担当課評価の作成・取りまとめ 

６月上旬～７月上旬  外部知見の活用（えびなっ子しあわせ懇談会） 

７月中旬～８月中旬  教育委員会の評価 

８月19日       報告書の決定（教育委員会定例会） 

  ９月14日       政策会議 報告 

９月28日       最高経営会議 報告 

９月29日以降     市長へ報告・市議会へ提出 

 

 

 ※参考 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２６条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 
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 各種教育計画（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えびな未来創造プラン2020・・・行政を運営するための最上位計画 

海老名市教育大綱・・・・・・・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 

１条の３の規定により策定した、海老名市の 

教育、学術及び文化芸術に関する総合的な施 

策の大綱 

えびなっ子しあわせプラン・・・家庭・学校・地域・行政が力を合わせて取り 

組む教育計画 

学校施設再整備計画・・・・・・公共施設再編（適正化）計画の分野別計画 

社会教育計画・・・・・・・・・教育大綱に掲げる「子どもと大人がともに成 

長する社会」の構築を基本目標とする計画 

各種事業 

教育振興基本

計画（国） 

即する 
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教育施策の
３つの柱

事業名 目　的 担当課
えびな未来創造プラン2020
での位置付け（めざす姿）

「えびなっ子しあわせプラン」の推進

授業改善の実践

子どもたちひとりひとりの学びを保障す
るべく多様な学びの場と指導・支援方法の
実践により、「主体的・対話的で深い学
び」を追求し、授業改善を継続します。
また、今日的な教育課題である、プログラ
ミング教育、外国語教育、キャリア教育な
どを実践し、学校ＩＣＴを有効に活用しま
す。
さらに、市教育委員会として、実践のため
に必要な学校へのサポートを行います。
（予算確保や環境整備、教職員向けの研修
など）

教育支援課

⑤教職員の主体的な研究活動を
支援するとともに、教職員に対
する効果的な研修を実施するこ
とにより、教育指導・支援の充
実が図られています。
④学習指導要領の内容を踏ま
え、ICT機器の活用による児童
生徒の情報活用能力の育成が図
られています。
⑥児童生徒の英語による自己表
現力や、コミュニケーション力
を伸ばし、グローバル化に対応
できる人材を育成して
います。

教育支援体制の充実

「多様な支援体制と学校体制のあり方の
研究」を実施し、不登校、いじめ問題への
具体的な対応策を拡充します。
また、支援計画の作成や環境整備により、
すべての子どもを対象とした支援教育を実
践します。
さらに、人材の活用を広げつつ、教育支援
のためのチーム体制を整えます。

教育支援課

⑧支援を必要とする児童生徒
が、安心して、充実した学校生
活を送れるよう、支援体制の整
備・充実が図れています。

特色ある学校づくりの推進

　各学校が特色ある教育活動を実践し、改
善のための研究を行います。
そのため、家庭・地域と連携・協働した学
校運営を進めます。
また、中学校区ごとのコミュニティ・ス
クールへ移行するための研究を行うととも
に、地域から支援され応援される学校づく
りをめざします。

教育支援課
学び支援課

⑦「小学校・中学校のつなが
り」「地域・学校のつながり」
が充実し、子どもの豊かな「学
び」「育ち」が図られていま
す。
⑨　学校は、乳幼児から高齢者
まで集い、学ぶことのできる、
地域コミュニティの拠点施設と
なっています。

学校の働き方改革を踏まえた
部活動改革

令和５年度からの地域部活動への移行に
向けて、海老名市のよりよい部活動のあり
方について検討・協議します。

教育支援課
就学支援課

⑦「小学校・中学校のつなが
り」「地域・学校のつながり」
が充実し、子どもの豊かな「学
び」「育ち」が図られていま
す。

子どもと大人がともに学ぶ生涯学習の充実

子ども・学校支援事業の実践

学校応援団や保護者、地域の協力によ
り、えびなっ子スクールの通年実施や授業
実施等、更なる子ども・学校支援の充実を
図ります。

学び支援課

⑦「小学校・中学校のつなが
り」「地域・学校のつながり」
が充実し、子どもの豊かな「学
び」「育ち」が図られていま
す。

子どもと大人がともに学ぶ社
会教育計画の再構築

学校応援団等、これまでの「学校を中心
とした社会教育」に加え、「スポーツ」や
「文化芸術」等を含む社会教育への再構築
に向け、「社会教育計画の見直し」を行
い、子どもを中心とした社会教育の更なる
充実を図ります。

学び支援課

⑪子どもたちの社会教育活動の
充実を図るため、補助支援を継
続しつつ、自発的な活動を支援
しています。

生涯学習講座の充実

広く市民の学びの場、交流の場として、
市民講座「まなＢＩＮＡ」の充実を図りま
す。また、市民講座「まなＢＩＮＡ」の分
かりやすい情報提供に取り組んでまいりま
す。

学び支援課
⑫市民の自己啓発を通して生き
がいを持ち、交流の場が図られ
ています。

「ひろがる・つながる・みん
なの図書館」への進化

市立図書館としての一体性を維持しつ
つ、中央図書館は利便性の高い図書館とし
て、有馬図書館はリニューアル工事に併せ
てコミュニティセンターとの複合施設とし
て、「学び」と「コミュニティ」の拠点へ
と進化します。

学び支援課
⑩図書館は、子どもから大人ま
で、多くの市民が集う「学び」
と「育ち」が図られています。

相模国分寺跡等、文化財の積
極的な活用

相模国分寺跡等、文化財の保存・整備・
活用とともに、歴史資料のデジタル化を進
め、文化財を本市の魅力の一つとして市内
外に情報発信します。

教育総務課

⑮温故館や相模国分寺跡など
は、海老名駅北口などからのア
クセス向上や、内容の充実によ
り、海老名の歴史・文化財の情
報発信拠点となっています。
⑯誰もがいつでも必要な資料を
閲覧できるように、歴史資料の
デジタル化や積極的な公開を継
続しています。

令和４年度（令和３年度対象）点検・評価対象事業一覧
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教育施策の
３つの柱

事業名 目　的 担当課
えびな未来創造プラン2020
での位置付け（めざす姿）

新たな学校施設への取組と子育て環境の充実

「持続可能」で「夢」のある
学校施設整備

学校施設再整備計画に基づき、「学区再
編」や施設の「増築、大規模改修、長寿命
化改修」を行うとともに、施設の「ユニ
バーサルデザイン化」「木質化」を進める
等、「持続可能」で「夢」のある学校施設
整備を計画的に進めます。

教育総務課
就学支援課

①学校施設の再整備などを通
じ、子どもたちが安全で快適な
学校で学習できるような教育環
境の維持向上が図られていま
す。

健康・安全安心のための環境
整備

子どもがいきいきと学べる学習環境と子
どもがのびのびと生活できる生活環境を整
備します。
◆０歳から一貫した子育て支援を行うた
め、小中学校に健康管理システムを導入し
ます。
◆老朽化した樹木の剪定や、照明のＬＥＤ
化改修により、安心できれいな居心地のよ
い学校づくりを進めます。
◆下校時の更なる安全確保のため、巡回パ
トロールの強化を図ります。

教育総務課
就学支援課

①学校施設の再整備などを通
じ、子どもたちが安全で快適な
学校で学習できるような教育環
境の維持向上が図られていま
す。
⑧支援を必要とする児童生徒
が、安心して、充実した学校生
活が送れるよう、支援体制の整
備・充実が図られています。

学校給食の方向性の検討
今後の小中学校給食の方向性について、

学校給食検討委員会での提言を踏まえた方
針決定について検討を進めます。

就学支援課
③地産地消で安全安心かつ、栄
養バランスのとれた美味しい給
食が提供されています。

義務教育に係る公費負担のあ
り方の検討

義務教育に係る保護者負担の軽減と学校
徴収についての検討を進めるとともに、今
後の修学旅行のあり方について検討を進め
ます。

就学支援課
教育支援課

⑧支援を必要とする児童生徒
が、安心して、充実した学校生
活が送れるよう、支援体制の整
備・充実が図られています。

放課後児童クラブ（学童保
育）の充実

学童保育クラブの「質」及び「定員」の
充実を図ることで、子どもたちに安全に放
課後を過ごすことができる場を提供し、保
護者が安心して子どもをあずけることがで
きる環境を整備します。

学び支援課

⑬学童保育のニーズは、今後も
増加が見込まれるため、受け入
れ先の確保ができるよう支援を
行っています。

教育施策の３つの柱・１４事業
※点検・評価を行う事業の目的及び内容については、その進捗状況等に応じて適宜見直すこととする。
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